
一宮川水系流域治水の更なる推進について 1

資料３



令和元年10月25日の大雨による一宮川流域の浸水被害 2

睦沢町

長南町

一宮町

長生村

茂原市

長柄町

長生合同庁舎
茂原市役所

茂原駅

R1.10 豪雨 浸水範囲

※ 浸水範囲は、水害後に浸水痕跡から
凡その範囲を示したものであり、誤差等があります。

一宮川中上流域において、
甚大な浸水被害が発生
浸水面積 1、762ha
人的被害 7名（うち、関連死1名含む）
推定被害額 635億円※

浸水家屋 4,337棟
（茂原市3,967棟、長柄町248棟、長南町122棟）※

長生合同庁舎、茂原市役所等が浸水
水害廃棄物 約6,831トン
※ 国土交通省 水害統計による

茂原市八千代

長南町水害廃棄物

長柄町桜谷

一宮川
流域

九十九里浜



一宮川水系における流域治水の取組状況 3

■ 一宮川水系では、河道改修や調節池等の河川整備を加速させるとともに、
流域関係者の協働による流域対策を行う流域治水に取り組んでいます。

睦沢町

河道拡幅
護岸整備

河道掘削

雨水ポンプ
の能力増強
（茂原市）

排水ポンプ
の新設

（茂原市）

長生村

雨水管の
能力増強
（茂原市）

河道掘削
堤防整備
輪中堤

河道掘削
堤防整備
輪中堤

第三調節池
の設置

水田や休耕田等の
遊水機能の保持

堤防整備

堤防整備

河道掘削
堤防整備

一宮町

ハザードマップ作成
（流域市町村）

危機管理型水位計、
監視カメラ設置

水害対応ﾀｲﾑﾗｲﾝ作成
（茂原市など）

危機管理型水位計の
設置

危機管理型
水位計の設置

雨水ポンプ場
の改修

（一宮町）

【凡 例】
令和元年10月豪雨 浸水範囲
① 氾濫をできるだけ防ぐ、

減らすための対策
・ 田んぼダム（試験施工含む）
・ ため池貯留

② 被害対象を減少させるための対策
③ 被害の軽減、早期復旧・復興の

ための対策

監視カメラ
設置

第二調節池
の増設

監視カメラ
設置

監視カメラ
設置

② 被害対象を減少させるための対策
・建築の構造規制・誘導
・耐水構造化の促進
・浸水防止用設備の促進
・二線堤整備 等

③ 被害の軽減、早期復旧・復興の
ための対策

・浸水想定区域図、ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成
・危機管理型水位計、監視ｶﾒﾗ設置
・水害対応タイムライン作成
・マイ・タイムライン作成
・流域治水に関する啓発・教育
・流域治水に対する経済的支援 等

① 氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

・河道改修、輪中堤整備
・調節池の設置、遊水地
・竹木の伐採、堆積土の撤去
・内水対策(下水道、貯留施設)
・各戸等の雨水貯留浸透対策
・ため池、水田の雨水貯留 等

浸水警戒区域に
関する条例

（長柄町、長南町）



一宮川水系における流域治水の取組状況 4

【下流域】
河道掘削区間
の掘削工事

【中流域】（茂原市猿袋）
東橋橋脚工事
（Ｐ１橋脚）

【中流域】（茂原市木崎）
護岸整備工事

（掘削）

【中流域】（茂原市大芝）
護岸整備工事
（地盤改良）

一宮川

一宮川

一宮川

【下流域】（長生村金田）
河道掘削工事

一宮川

松潟堰



一宮川水系における流域治水の取組状況 5

第二調節池

【中流域】（茂原市上茂原）
第二調節池工事

（貯留容量25万ｍ3確保）

【上流域】（第三調節池）
地質調査（左）、調査・測量用搬出入路（右）

施工前

施工後

早野排水機場（茂原市）

田んぼダム試験施工
下小野田地区
（長南町）

梅
田
川→

第二調節池
（増設中）

第二調節池
（既設）



一宮川水系における流域治水の取組状況 6

■ 令和１１年度迄の河川整備により、令和元年豪雨と同規模の降雨でも、既存家屋の床上
浸水被害は解消される見込みだが、浸水リスクが残る地域で新たに建築する際に、浸水被害
を受けにくくするため、長柄町、長南町では、「浸水警戒区域に関する条例」を制定しました。
今後、個別の地域に説明を行った上で、理解を得ながら区域指定を行います。

居住室等
床面を高くする

輪中堤

輪中堤外輪中堤内

宅盤を嵩上げする

既存家屋は
輪中堤で守る

新たに建築する際の
ルールを設ける

■ また、想定最大規模の降雨（24時間総雨量640.2ｍｍ）や、河川整備及び輪中堤等の
浸水防止対策が完了する迄に令和元年豪雨規模の降雨があった場合等、既存家屋も
含めて浸水リスクがあるため、浸水想定区域（想定最大規模の降雨があった場合に浸水が
想定される区域）や令和元年豪雨で浸水のあった区域を、「浸水のおそれのある区域」として
情報提供しています。

条例による建築に関するルールのイメージ



一宮川水系における流域治水の取組状況 7

水位グラフ カメラ画像「川の水位情報」で検索

水位計 アイコン

カメラ アイコン

■ 一宮川水系では、避難に資する情報発信の取組として、以下のとおり設置しています。
・ 一宮川（金田（瑞沢川合流点）／睦沢町川島）：河川監視カメラ

〃 （早野（八千代橋）／茂原市茂原）：危機管理型水位計、河川監視カメラ
〃 （第二調節池（外）／茂原市墨田）：河川監視カメラ

・ 瑞沢川（寺崎／睦沢町寺崎）：河川監視カメラ
・ 埴生川（豊原橋／長南町豊原）：河川監視カメラ
・ 豊田川（備橋／茂原市長谷）：危機管理型水位計
・ 三途川（松ヶ枝橋／長南町須田）：危機管理型水位計



特定都市河川浸水被害対策法の活用【協議会での合意】 8

■ 一宮川水系では、流域治水の更なる推進にあたって、
河川整備等の加速化とともに、水害に強いまちづくりのため、
特定都市河川浸水被害対策法※を活用することについて
令和４年９月５日に開催された
一宮川流域治水協議会において合意されました。

※ 特定都市河川浸水被害対策法は、
流域治水の実効性を高めるため改正され、
令和3年11月に施行されました。

第５回一宮川流域治水協議会の様子



一宮川水系における特定都市河川の指定

■ 特定都市河川浸水被害対策法
第３条第５項の規定に基づき、
特定都市河川、特定都市河川流域
を以下のとおり指定します。

（１）特定都市河川

一宮川、瑞沢川、埴生川、長楽寺川、
小生田川、佐坪川、鶴枝川、阿久川、
豊田川、三途川、水上川

（２）特定都市河川流域

茂原市、一宮町、睦沢町、
長生村、長柄町、長南町
のうち、右図に示す部分

【凡例】
特定都市河川
特定都市河川流域界
市町村界

茂原市
長柄町

長南町

睦沢町

長生村

一宮町

一宮川 →

阿
久
川→
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雨水浸透阻害行為の許可制度 10

■ 特定都市河川に指定されることにより、
雨水浸透阻害行為（面積1,000m2以上）に対して、
雨水貯留浸透施設の設置及び知事の許可が必要になります。
（開発行為などの雨水浸透阻害行為を禁止するものではなく、
雨水浸透阻害行為により雨水が地面に浸透しなくなる分について、
流出を抑制する対策を求めるものです）

雨水浸透阻害行為の例（既に宅地等の場合、規制対象とならない）
① 「宅地等以外の土地」を「宅地等」に

するために行う土地の形質の変更
② 「宅地等以外の土地」への

「太陽光発電施設」の設置
③ ローラー等により

土地を締め固める行為

④ 土地の舗装（不透水性の材料で覆うこと）
「宅地等」に含まれる土地：

宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道、飛行場

「宅地等以外の土地」：
山地、林地、耕地、原野等（注：太陽光発電施設は宅地に該当）



雨水貯留対策のための雨水貯留浸透施設 11

■ 雨水浸透阻害行為を行う場合の雨水貯留浸透施設は、以下のようなものが挙げられます。

①宅地等にするために行う土地の形質の変更
（耕地）

（原野）
② ローラー等により土地を締め固める行為

480m3/haの雨水貯留浸透施設が必要
※ 神奈川県・鶴見川流域の場合の参考値

150m3/haの雨水貯留浸透施設が必要
※ 神奈川県・鶴見川流域の場合の参考値

雨水貯留浸透施設の事例
（表面貯留の場合）

※ 雨水貯留浸透施設の規模は、特定都市河川浸水被害対策法、同施行令及び同施行規則に基づき、
技術的基準（以下(1)から(3)）により定められます。

（１）基準降雨…確率年10年（年超過確率1/10）
（２）流出係数…流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を定める告示(平成16年国土交通省告示第521号)
（３）対策規模の算定…雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値が、行われる前の最大値を上回らない等



他法令に基づく制度との関係 12

開発行為 雨水浸透阻害行為
（左記除く）

1ha以上

○都市計画法
・ 雨水流出抑制施設の設置
○各市町村宅地開発指導要綱
○特定都市河川法
・ 雨水貯留浸透施設の設置

○特定都市河川法
・ 雨水貯留浸透施設
の設置

1,000m2以上
1ha未満

○都市計画法
・ 一次放流先の同意
○各市町村宅地開発指導要綱
○特定都市河川法
・ 雨水貯留浸透施設の設置

○特定都市河川法
・ 雨水貯留浸透施設
の設置

1,000m2未満 （なし） （なし）

■ 他法令に基づく許可等に加え、雨水浸透阻害行為の許可が必要となります。
■ 都市計画法に基づく開発行為の許可との関係では、許可対象が拡大されます。
・ 開発行為以外の雨水浸透阻害行為への適用（対象行為の拡大）
※ 開発行為等の流出抑制の基準と比較し、大きい方の対策が必要となります。

・ 1,000m2以上の行為への適用（面積要件の拡大）


